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原著論文

生活保護費の支給に係る障害基礎年金の収入認定をめぐる問題

山田耕造

On the Relationship between the Daily Life Security Expenditure and the Basic Disability Pension 

Kohzoh Yamada 

This artic1e aims to examine the relationship between the daily life security expenditure and the basic disability 

pension in income inspection to determine the need of daily life security. The conclusion is that the daily life 

security expenditure and the basic disability pension are not the same nature in the income sec泣 itysystem for 

the disabled. Therefore， in determining the need of the daily life security， the significance of the basic disability 

pension must be considered fu11y. 

はじめに

一殻に，身体上または精神上に{可らかの揮害をもっ人

(以下，障害者という)， とワわけ重度の障害者は，その

有する障害のゆえに また 今日なお根強く残ってい

る障害者に対する社会的な嬬晃あるいは無理解のゆえ

に一般雇用の場に就くことは難しい状況におかれてい

る九また，たとえ一般雇用の場に就けたとしても，そ

の有する瞳害のゆえに 実際に得ることむできる賃金は

障害をもたない人達に比べて低くならざるを得ないのが

実状である九

そして，一般雇用の場に就くことの医難な人達は，侍

らかの収入を得るために障害者福祉関保法上の福社工

場あるいは授産施設での就労を余議なくされることにな

るが，そこでの賃金・工賃の平均月額は，一般雇用の場

合に比べではるかに患い状況にある九

以上のようなことから，重度ゎ障害者は，少なくとも

健康で文化的な最盛隈の生活を確保して行くには，いき

おい生活保護制度上の生活保護費に頼らざるを得ないこ

とになるが，実際においても，現に生活保護を受けてい

る世帯(被課護世帯〉の世帯類型別の構成割合の中に占

める霞害者世帯の割合は，相当に高い状況にある九

ところで，屑知のように，重度の障害者に対する公的

な所得保障制度の一つに，国民年金法にもとづく同年金

髄度上の障害基礎年金鵠度がある。同髄夏は，国民年金

法施行令別表に定める障害等級(1綾および2級〉に該
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当する程変の重震の障害の状態にある者に対して，一定

の所得保聾をなすために障害基礎年金を支給することを

自的とした制度で、ある。上にみた生活保護観度上の生活

保護費を受給している障害者の多くは， この障害基礎年

金の支給対象となる可能性をもった人達であっ，また，

現?こ同年金を受給している人も少なくないところであ

る。

ところで，生活保護制度は生活困窮という状態に陥っ

ている国民に対する最後のセーフテイネット(安全網〉

としての金量付けを与えられていることから，開制度の

法的根拠である生活保護法第 2条第 2項は， I民法〈明

治 29年法律第 89号)に定める扶養義務者の扶養及び他

の法律に定める扶助は，すべてこの法律による保護に優

先して行われるものとする。」と規定している。この規

定によれば，備えば，現に生活保護鵠度上の生活保護費

を受給している障害者が，国民年金法にもとづく同年金

制震上の障害基礎年金を受給し得る程度の障害をもつよ

うになり周年金を受給するに至った場合，生活保護の要

否に関わる問題として 次のような問題が生じてくる。

すなわち，同条によれば，障害基礎年金の受給は当然、生

活保護による扶助に優先する位置に立つことから，仮に

同年金の受給額と生活保護費が同額となるような場合に

は，これによって生活保護の必要性は無くなったという

ことになり，それまで支給されていた生活保護費はおち

切られるという事態を追えることになる。また，援に同

額となら註い場合であっても，受絵する葎害基礎年金が

全額収入と認定とされ 現に支給されている生活保護費

のうちから同年金相当額が減額されるといった事態が生
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ずることになる。

こうした事態は，一見すると当然、のことのように患わ

れる。しかし，後にみるように，今日の障害者福祉施策

の基本理念である「揮害者のノーマライゼーションの実

現」という理念，すなわち「すべて障害者は，社会を構

成する一員として社会，経済，文化その弛あらゆる分野

の活動に参加する機会が与えられる。J(障害者基本法 3

条 2項)とり規定に類、らしてみると，果たして妥当かと

いう疑問が生ずるところである。

本稿は，上述事備における後者の場合の事惑が生じ，

その妥当性をめぐって提訴という形で争われることとな

った事案〔京都地方裁判所・平成 15年〈行列第 19号・

生活保護変更決定等取消請求事件。以下，訴訟原告の名

をとって野自訴訟という)を素材に，受給することとな

った障害基礎年金を全額収入認定し，生活課護費のうち

同年金梧当額を減額することを内容とする探護変更決定

の妥当性について検討しようとするものである。ちなみ

に，本稿は，間訴誌において筆者が裁判所に提出した意

見書を基にして執筆したものである。

11 野田訴訟および判決内容の概要

上野田訴訟の概要

野田訴訟の親要は，以下のとおりである。原告は腰

椎椎間板ヘルニア，坐骨神経障害，頚栓症による右上肢

及び再下肢機能障害により第 1種身体障害者2級の身体

障害者手帳ゎ交付を受けておっ，その障害のために常時

車椅子を利用している障害者であるが， 1997年 11月 1

日に福益事務所長から生活保護開始の決定を受け，それ

以蜂，生活様護費(生活扶助，住宅扶助および医療扶助〉

を受給していた。

その間の原告の日常生活の状況は 以下のとおりであ

った。原告拭，その障害のゆえに，就業が不龍であるの

みならず，外出に要する費用との関係上，基本的には室

内で過ごすことが多く 1週間に3回のホームヘノレバー

の派遣を受けていた。そして，最低限度の健康な生活を

送ることができるようにするため 豆病院への月 I自の

通院およびY病院への週 1@]程度の通院を行っていた。

また，社会参加のみならず建康の維持，体力の維持等の

呂的をもかねて，地域におぜる和太鼓サークル，ボラン

ティア活動，大学における生涯学習活動へ意識的に参加

していた。これらの外出に当たっては，その障害のゆえ

に頻繁にタクシーを利用せざるを拝なかったが，そのた

めに要する費用は原告の生活費を切り詰めて充当すると

いう状況であった。

こうした生活状況の中，原告は 2001年 5丹 10日，

上記障害について，国民年金法施行令別表の 2級の障害

に当たるとして障害基礎年金の支給決定を受け，同年 1

月に選って年額80万 4200円の支拾を受けることとなっ

た。そこで，原告は，周年5月 228に福祉事務所〈以下，

被告という〉を訪れ，障害基礎年金を受給することにな

った旨を伝えた。これに対して，被告は，同年6月 21司，

原告が受給することとなった障害基礎年金の月額を 8万

7016丹とし，その全額を収入として認定しそれまで

の生活保護費の額から障害基礎年金の月額を減額した上

で，同丹 18からの生活保護費(生活扶助と住宅扶助む

合計額)を月額 9万 2644円(15万 9660円-6万 7016円)

に減額することを内容とする保護変更決定(以下，本件

変更決定という)を行った。また，被告比同年7月30日，

障害基礎年金が同年 1月 1自に遡って支給されたことを

理由に，既に受給した保護費が過払いとなっているとし

て，既に支給された同年 1月分から 3月分までの保護費

である 20万 1048円から電子レンジおよび洗濯機の購入

費用 4万7775円を控除した額で、ある 15万3273円の返

還を命じる決定(以下本件返還決定という)を行った。

東告は，本件変更決定および本件返還決定を不撮とし

て，同年8月 168，生活保護、法 64条に基づき，京都府

知事に対し審査請求をした。これに対し，両知事は， 10 

月 18，原告の審査請求を却下する旨の採決をした。原

告は，これを不服として，同月 24民生活保護法 66条

に基づき，厚生労動大臣に対し，再審査請求をしたが，

訴訟に至る日までこれに対する採決はなされなかった。

そこで，原告が， 2003年 5月 268，福祉事務所長を

被告として，上記保護変更決定および返還決定を取っ消

すことを求める訴えを京都地裁に提起したのが，本訴訟

である。

2. 本訴訟の争点と軒決内容の概要

本訴訟の争点は，本件変更決定および本件返還決定の

適法性担伺というこ点にあったが， ここでは，紙轄の都

合上，今自の障害者福祉施策の基本理念である「障害者

のノーマラゼーションの実現jの問題と密接な関わりを

もっと考えられる前者の点に絞って 各当事者の主張お

よびそれに対する裁判所の判断(京都地方裁判所第 3民

事部・平成 17年 10月 208判決・棄却〉の概要を紹介

することとする。

(1 )本件変更決定の違法性に関する当事者の主張

①原告は概ね以下のような主張をした。

(a)樟害基礎年金は， (ア)樟害をもつことによって

生じる稼得龍力の抵下ないし喪失に拝う所得の中新，減

少ないし喪失に対する適切な所得援助， (イ)障害をも

つことによって生じる特別な出費に対する一定の補填，



平成 19年 1月 (2007年) 27 

(ウ)障害者岳らの能力や関心?こ応じた自己実現を遂げ

ていく上で必要不可欠な事柄を行う際に，必要とされる

特別の出費に対する一定の経務的保障， という三つの意

義を有している。また，障害者基本法が割定され，国民

年金法の障害基礎年金に関する規定の解釈，運用は，同

法の題官に即した解釈，運用が求められるようになった

ところ，同法 1条の自的規定や 13条などに照らせば，

同年金は，障害者の特別の需要，障害者の社会参加の実

現による自立場長の意義を含んでいる。このような障害

基礎年金の意義に鑑みると，同年金の全額を収入として

認定することは，生活保護法における障害者に対する十

分な代替的措置を前提としない摂り，障害者の最低限度

の生活を畏害することになっ許されないが，生活課護法

における現行の障害者加算は，到底そのような代替的措

置となり得るもわではないから 揮害基礎年金を全額収

入認定してなされた本件変更決定は違法である。

(b)原告の揮害者加算は月額 2万 6900丹に過ぎず，

障害者の特別需要 とりわけ社会参加のための移動交通

費等に応えきれない状況にある(現に原告は，社会参加

を実現するため等のために，高額のタクシー料金を負担

せざるを得ない状態にある〉。このような状況の下で，

障害基礎年金の全額を収入認定し保護費を減額すれば，

原告としては，移動交通費等の費用を工面するために食

費を期るか，社会参加の権利の実現を諦めるかのいずれ

かを選択しなければならないことになる。障害基礎年金

が叡入認定されなければ，これを移動交通費等り社会参

加のための費居に充て 健康を保持しながら社会参加を

実現することができるはずである。現在の不充分な障害

者加算の下で，障害基礎年金を全額収入認定し保護費

を減額することは，原告に「健康で文化的な最低限度の

生活」以下の生活を強いるものであっ，憲法 25条，生

活保護法 l条，同 3条，同 9条に違反する。また，現行

の障害者加算は，産害者の特別の需要を満たすものでは

なく，憲法 25条に違長する状態にあるから，その状態

を是正しないまま障害基礎年金の全額を収入認定するこ

とを是認するのであるなら，本件変更決定は，憲法に違

反する障害者加算を前提とするものとして違法である。

(c)本来，原告は，障害基礎年金を移動交通費等の社

会参加の費用に充てて，韓康を保持しながら社会参加を

実現することができるはずで、あったが，生活保護を受給

したために，健震を犠牲にしての社会参加を強いられて

いる。ところが，聾害をもたない人が生活保護を受けて

もこのような問題は生じないから，原告は，障害者であ

るが設の不合理な差別を受けたことになる。また，原告

が，一定の資産・収入があって生活保護を受けずに生活

しておれば，障害基礎年金を移動交通費等の社会参加わ

費用に充てることができたが，就労不能のために生活保

護を受けざるを得なくなり，その結果，障害基礎年金を

上記費用に充てることができなくなった。これは，原告

と生活保護を受鉛していない障害者との間で不合理な差

別を認めたものである。これらの点から，障害基礎年金

を叡入認定することは，憲法 14条，葎害者基本誌 3条

に違反する。

②これに対して，披告は概ね以下のような主張をした。

(a)生活保護法 4条によれば，障害基礎年金を含め，

現実に要課護者が受け取った金員立，原則として，すべ

て取入認定すべきものである。そして，収入認定は，法

の自的から一義的に判断し得るものではない上，専門註・

技術性があり，その反面として，広範な裁量が認められ

るというべきものであることから これが違法とされる

のは，裁量権の逸説・濫用がある場合に摂られる。

くる)障害基礎年金は 樟害者の所得保障の趣旨で支給

されるものであって，障害をもつことによって生じる特

別な出費に対する一定の補填や，障害者自らの能力や関

心に応じた自己実現を遂げていく上で必要不可欠な事柄

を行う際に必要とされる特別の出費などに対する一定の

経済的保樟というような地の性質を含むものではない。

それゆえ，障害基礎年金の性質は，生活保護の保護費と

変わらないから，葎害基礎年金を収入認定し，保護費か

ら年金の月額椙当額を減額した本件変更決定は適法であ

る。なお，障害者基本法が制定されたことによっても，

樟害基礎年金が所得保障のためのものであるという性質

が変わるものでもなく また 障害基礎年金が所得保障

のためのものであるとしても 河ら障害者基本法に反す

るものではない。

(c)障害者加算を含む保護基準をどのように設定する

かは，車生労働大臣の合目的的な裁量に委ねられており，

裁量権の逸脱または濫用が無い眼り，違法とされること

はない。誇害者加算については，必ずしも個別の費用を

具体的に算定して決めているわけではないが，加算対象

経費としては，障害等のハンディキャップに対応する食

費，光熱費，保建毎生費，社会的費用，分護関連費など，

更に具体的にいえば 車いす，義足等の痩用に伴う増加

エネルギーの描填，居住環境，家具，被Hfi等の費用， 畠

劫具，点字新聞等の購入費眉等を想定している。それゆ

え障害者加算を含む現行の保護基準の設定については，

厚生労働大臣に裁量権の逸脱または濫用辻なく，何ら違

憲，違法なものではない。

(2)裁判所の判断

裁判所は，①障害基礎年金は，法 4条の f資産j また
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は法8条の「金銭又は物品Jvこ当たるか否か(障害基礎

年金の収入認定の可否)について ②原告の主張②につ

いて，③原告の主張③について，概ね以下のような判断

を下した。

①について

欝害基礎年金は，障害という定型的な事由により諒得

能力が減少または喪失され，所得が減少または喪失した

場合にその所得の一部を補填するためのもの〈所得保

障〉という性質を宥するものと解するのが相当であって，

この点は，老齢基礎年金が，老齢という定型的な事由に

よって稼得能力が減少または喪失され，所得が減少また

は喪失された場合に，減少または喪失した所得を補填す

る性糞を有するのと同様である。

これに対して，京告は，障害者基本法 l条， 4条， 13 

条等の規定からして，障害基礎年金の性質について，障

害者の社会参加の費用など樟害者であることによる特別

の需要に充てるためのものという意義を有するものと解

すべきと主張する。しかし，同法試，障害基礎年金およ

び生活保護法りみにより，揮害者の自立および社会参加

の支援等のための施策のすべてを満たすことを要求して

いるものではなく，障害基礎年金および生活保護も含め

て，総合的かっ計画的な施策を求めているものと解すべ

きである。障害基礎年金が，障害者の自立および社会参

加の前提たる障害者の所得保障を目的とするものと解し

ても，障害者基本法に何ら反するものではなく，揮害基

礎年金を被保護者の最低限度の生活の維持以外の自立助

長等の目的で活用することが定聖的に予定されているも

のと解することができない。

もっとも，嘩害基礎年金は，被保険者の樟害の程度に

応じ， 1級の障害の状態になった場合の年金額は， 2級

の障害の場合の年金額(老齢基礎年金の溝額と同一額〉

から 25%増額された額を支給するものとされているが，

その増額分については 障害の程度が重いことによる需

要についてもある程度考慮されていると解する余地もな

いではない。しかし，仮にそうであるとしても，保護費

については，要保護者の年齢別，性別，世帯講成~!j，所

在地別その地保護の種類に克;じて必要な事雷を考車、して

決するものとされており(法 8条 2項)，保護基準では，

障害者については，その障害の程度に応じた加算額を定

めていることに照らせば生活保護法において予定され

ている最低生活費は 障害者等の酒到の需要も考憲した

実質的なものというべきであるから 障害基礎年金(特

にその増額分〉において障害者の特別の需要が考嘉され

ているとしても，それは，生活保護において障害者の最

低生活費を算定するに当たって考慮されている障害者の

特別の需要の範盟内ということができる。

それゆえ，生活保護法にいう最低限度の生活について

も，障害者の特別の需要が考慮された実費的なものであ

り，捧害者加算の額，障害基礎年金の加算額などを考慮

しても，欝害基礎年金が最低限度の生活の維持(障害

者の特加の害要も考慮したもの)以外の自的で活用する

ことが予定されているものということはできない。

以上のほか，障害基礎年金が保険料を拠出したことに

基づく給付という性搭を有するものであることも併せ考

慮すると，樟害基礎年金は，障害はあるものの一定の稼

得能力を有する者あるいは障害の状態になる前の稼得に

よる預貯金を有する者の当該稼得あるいは預貯金等が，

法 4条 l項にいう「資産j ないし法8条にいう「金銭又

は物品jに当たるとの同様ζ 原告が支給を受けた障害

基礎年金も，上記「資産」ないし「金銭又は物品j に当

たるというべきである。

②について

保護基準における障害者加算については，加算対象と

して，障害等のハンディキャップに対応する食費，光熱

費，保健講生費，社会的関連費用，介護関連費など，さ

らに，車椅子，義足等の使用に伴う増加エネルギーの補

填，居住環境，家具，被膿等の改善等の費用， 邑助具，

点字新聞等の購入費用等を想定しているものと考えるこ

とができ， これらの経費に照らして障害者加算のー額が著

しく低額とする理由はなく 厚生労働大臣の裁量権の逸

脱ないし濫用が怠ったとすることはできない。また，原

告の受給する障害者加算では，原告岳身が社会参加のた

めに要するタクシ一代などの移動費用をまかなえないと

の主張は，車椅子の科居者が社会参加のためにタクシ一

代の支出を余儀なくされることを考麗しても，採護基準

である障害者挺算の額が 原告の受給している上記額に

照らし，障害者の需要を考意したものとして，著しく低

額ということもできない。したがって，厚生労働大臣の

定めた保護基準は適法というべきであり，被告が課護基

準?こ従って算定した額を基準に原告に支給する額を決め

たことも適法である。

また，障害基礎年金の全額を収入認定し，保護費のう

ち年金桔当額を減額しでも，原告は，障害基礎年金と合

わせると障害基礎年金を受給する前に受給していた保護

費の額と同額を得ることができ，京告の生活の程変に変

化をもたらすことはないから 本件変更決定が違法とな

ることもない。

さむについて

本件変更決定は，原告が障害基礎年金を受給したこと

を理由とするものであり，また，障害基礎年金を全額収
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入認定することは合理的といえるから，原告主張の不合

理な差加があるとはいえない。

ちなみに，裁判房は原告の請求を全面的に棄却したが，

原告はこれを不撮として，現在，大阪高裁に控訴中であ

る。

111 聾害基礎年金を全額収入認定することについ

ての検討

1.本訴訟を検討するに擦して忠要な基本的視点

本稿の自的に即して本訴訟における問題を検討するに

あたっては，まず，今日における欝害者の済得保障のあ

り方を考える際に押さえておかねばならない幾つかの点

を明らかにしておく必要があろう。

(1)今日における障害者概念と障害者施策の基本理念

①今日における樟害者概念

ある事柄に関し障害者に対してどのような施策を展開

するかは，一般に，当該施策の対象となる障害者をどの

ように捉えるかによって大きく規定されることはいうま

でもないことである。例えば，不幸な人，無能な入，か

わいそうな入，責任を果たせない入といった捉え方をす

れば，それにふさわしい対応がなされることになる。す

なわち，調人的なレベノレでは，障害者は哀れみの対象と

なり， 自主性や主手本性は尊重されず，ほとんど踊離と同

様な過剰な保護の対象となヲ 地域社会から除け者にさ

れてしまうことになる。また，国の政策レベルでは，で

きるだけ予算は使わずにしかしあまり放置しすぎると

社会問題にもなりかねないことから，多少立予算を使っ

て，必要かっ最小援の処遇を行うということになる九

しかし，今日， このような障害者の捉え方は少なくと

も社会的には皆無といってよく 次のような捉え方をす

るわが一般的となっている。まず，国際的には， 1981 

年の「国擦捧害者年」において加盟各層が採るべき措置

等を示すために，国連総会がゆ80年 1月 30日に諜択し

た「国際障害者年行動計画J第 63要では， I障害者は，

その社会の値の異なったニーズを持つ特別な集団と考え

られるべきではなく，その通常の人間的なニーズを満た

すのに特別の医難をもっ普通の市民と考えられるべきな

のである。」とされている。また，これに先立つ 1975年

12月に国連総会で採択された「障害者の権利宣言」第

1項では，汗障害者』という言葉は，先天的か否かにか

かわらず，身体的又は精神的能力の不全命ために通常

の鋼入又は社会生活に必要なことを確保することが， 自

分自身では完全に又は部分的にできない人のことを意味

する。j とされている。

次に，わが国では， 1992年における「国連・障害者

の 10年」の終了を機に， 1993年に， I心身障害者対策

基本法」から「障害者基本法」へと改められた揮害者基

本誌は，罰法第 2章に定める施策の対象となる障害者に

ついて， I身鉢障害，靖神薄弱又は精神障害(以下 F障

害iと総称する。)があるため，長期にわたり自常生活

又は社会生活に相当な制捜を受ける者J(2条〉と規定

するとともに，これら障害者は「信人の尊厳が重んぜ、ら

れ，その尊厳にふさわしい処遅を保障される権利を有す

るJ(3条 l項〉と規定している6)。

以上にみた f障害者」の捉え方における特徴は，以下

の点に求められる。第ーに，障害者も障害をもたない人

と同様に， I個人の尊畿が重んぜられ，その尊畿にふさ

わしい処遇を保障される権利を有するJI普通の市民j

である， と捉えられていることである。このことを提的

に指指しているのが，上述の国連の「障害者の権利宣言j

における， I障害者は，その人間としての尊厳が尊重さ

れる生まれながらの権利を有している。障害者は，その

樟害の原因，特質及び程度にかかわらず，同年齢の市民

と再等の基本的権利を有する。J(第 3項〉との規定であ

るといえる。第二は，障害者も障害をもたない人と同等

の権利を有する普通の市民であることに変わりはない

が， Iそり通常の人間的なニーズを満たすjことについて，

障害をもたない人とは異なう「特別の圏難」を有してい

る点にその特徴がある， と捉えられていることである。

この捧害者が抱えている「通常の人間的なニーズを満

たすのに特尉な困難」ゎ意味内容をどのように捉えるか

によって，障害者に対する施策のあり方に違いがもたら

されることになる。

②今日における障害者施策の基本理念

以上のように捉えられている障害者に関する諸施策

は，今日，どのような理念に基づいているのであろうか。

先述の「冨際障害者年行動計画J第 57項は，国際障

害者年の目的は， I障害者がそれぞれの住んでいる社会

において，社会生活と社会の発展における F完全参加』

並びに彼らの社会の龍の市民と同じ生活条件及び社会

的・経済的発展によって生み出された生活条件の改善に

おける平等な配分を意味する「平等』という目標の実環

を誰進することにある。」としている。また， I国連障害

者の 10年J(1983 年~1992 年〉の関に加盟各国が採る

べき措置を示すために冨連総会が 1982年 12月 38 v;こ

採択した「障害者に関する世界行動計画j第 1項は，同

行動計画の目的は， I欝害の予防， リハざリテーション，

並びに障害者の社会生活と社会の発展への『完全参加』

と F平等j という呂標実現のための効果的な対策を推進

することにある。つまり，すべての人々が平等機会を与
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えられ，また社会的・経済的発展の成果としての生活の

向上に等しく与かることができるようになることを自的

とする。j としている。

これら「行動計画」にいわれている，揮害者の社会

生活と社会の発展への「完全参加j と「平等」む実現

という自的〈理念)は 一般にノーマライゼーション

(normalization)の理念といわれているが，その要請は，

障害をもっているために，あるいは聾害をもっているこ

とを理由に， これまで社会生活と社会の発畏への参加を

果たすことができる機会の少なかった障害者に，その機

会を保障するために必要かつ効果的な対策を誰進してい

くということにある， といえる。

このノーマライゼーションの理念は，今日，世界各国

における障害者施策の基本的理念となっていることは勿

論，わが匿における障害者施策一般の基本的理念ともな

っている。すなわち，先述の障害者基本法は，第 l条に

おいて， Iこの法律は，捧害者の自立及び社会参加の支

援等のための施策に関L，基本的理念を定め，及びm!，

地方公共毘体等の責務を暁らかにするとともに，捧害者

の自立及び社会参加の支援等の施策を総合的かっ計画的

に推進し， もって障害者の福祉を増進することを目的と

する。」と規定し，これを受けて，基本的理念に関する

規定である第 3条において， Iすべて障害者立，社会を

構成する一員として社会，経済，文生その地あらゆる分

野の活動に参加する機会が与えられる。J(再条 2項〉と

規定している。そしてこれを受けて，第 4条は， I国及

び地方公共団体は 捧害者の権利及び障害者に対する差

~Uの訪止を国ちつつ薄害者の自立及び社会参加を支援す

ること等により，障害者の福祉を増進する麦務を有す

る。Jと規定している。

これらの規定から明らかなように，今日，同法第 2章

に定められている障害者の福祉に関する基本的施策法す

べて，障害者のノーマライゼーションの実現，すなわち

障害者が自立し社会を構成する一員として社会，経済，

文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる

ようにするという臣的の下に実施することが，法的な義

務として求められているのである。

ちなみに，障害者基本法第 9条第 l項の規定に基づき，

2002年 12月に障議決定された「障害者基本計画」も，

その I1 基本的な方針」において f共生社会におい

ては，障害者は，社会の対等な構成員として人権を尊重

され， 自己選択と自己決定の下に社会のあらゆる活動に

参加，参画するとともに社会の一員としてその責任を分

担する。他方，障害者の社会への参加，参画を実質的な

ものとするためには，障害者の活動を制限し，社会への

参加を鵠約している語要因を除去するとともに障害者が

自らの能力を最大課発揮し自己実現できるよう支援する

ことが求められる。j と定めているところである。

以上にみられるように， ノーマライゼーションの理念

は，今日，わが匿のすべての障害者に関する施策の基本

的理念となっていることは明らかである。

(2)障害者に対する所得保障制度の意義と所得保障の

中に含まれるべき内容

①樟害者にとっての所得保障制度の意義

障害者自らが，ノーマライゼーションの理念を実現し

ていくこと，すなわち邑らの住んでいる地域社会におい

て，社会生活と社会の発展における完全参加を果たして

いくということは，それぞれの障害者が独立したー債の

人間存在として，自らの生活の主人公になっていくこと

を意味する。しかし，そのためには先ず，障害者が自立

してその生活を営んでいくことのできる種々の条件が確

保されていなければならない。それゆえ，揮害者の自立

生活Cindependentliving of the disabled) の保障という

問題が，今日，障害者問題の全体にとって緊要の課題と

なっているところである。

この障害者の岳立生活を保捧するためになされるべき

施策の領域はきわめて広範酉にわたることはいうまでも

ないところである。それらの諸施策のうちで，障害者に

対する所得課障制度の確立のための施策は，障害者の自

立生活にとって欠かすことのできない施策の一つに挙げ

ることができるが，その今日的な意義は，以下の点に怠

るといえよう九

何らかの障害をもつために労働による叡入を全く得

られないか，あるいは著しく制限されざるを得ない一方

で， 自常生活の髄限等に伴って生じる特別の出費を余儀

なくされることの多い障害者にとって， 日々の経済生活

を安定的なものにするとともに，社会生活と社会の発展

における完全参加の実現を目指し，地域社会で障害をも

たない龍の市民とともに自立した生活を営んでいくため

に，少なくとも必要最小限の安定した収入をどう確保す

るかという問題は，避けて通ることのできない大きな課

題である。この課題に対応するための鰐度が，障害者の

所得課障制度で怠ることはいうまでもない。

それゆえ，今日，障害者の所得保整能度の確立を函る

ための施策は，各国の障害者政策における欠かすことの

できない課題のーっとなっている。すなわち，国連の「障

害者の権利宣言j は，第 7項において， I揮害者は，経

済的保障を受け，相当の生活水準を保つ権利を有する。j

と規定している。また， I障害者の機会均等化に関する

基準規期J(19ヲ3年・第 48西国連総会決議)も，規員日
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8において， I各国は，障害又は障害に関係する要因の

ために，一時的に叡入がなくなったり，減少したり，又

は雇用機会を断られたりした障害のある人々に対して十

分な収入を援助することを確保しなければならない。各

国は，障害のために障害のある人々やその家族が頻繁に

必要とする費居を考患に入れた援助が行われることを確

保しなければならないoJと規定して，各国に対し障害

者のための所得保障観度の確立を要請している。

これを受けた形で，わが国における障害者関係施策の

基本的枠組みを定めた障害者基本法弘第 13条におい

て， I国及び地方公共団体は，障害者の生活の安定に資

するため，年金，手当等の制度に関し，必要な施策を講

じなければならないパと規定し国及び地方公共団体

に対して，障害者の所得保揮に関わる施策を講ずること

を法的に義務付けているところである。

②障害者に対する所得保障の中に含まれるべき内容

(a)障害者に対する所得保障の今日的意義

問題は，毒害者に対する所得保揮の中には，今司， ど

のような内容が含まれている必要があるかで忘る。その

検討のためには，まず，葎害者に関する所得保樟制度の

今目的な意義がどこにあるか押さえておく必要があろ

う。けだし一般にある事柄に関する内容がどのよう

なものとなるかは，その意義の捉え方知詞によって規定

されるといえるからで怠る。

障害者に対する所得保障む今目的意義を考えるにあた

っては，従来の場合のように単に障害者に対する日々の

経済生活に対する保障という面のみからみるのではな

しそれに加えて障害者の自立と社会生活上のあらゆる

分野への参加という課題との関わりにおいてみることも

重要である。けだし，年金等の所得保障施策を講ずべき

ことを定めた障害者基本法第 20条の規定は，同法第 1

条の「障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本

となる事実を定めることj との規定を受けて定められて

いるものだからである。

このような視点からみると，今自の障害者に対する所

得保障の意義は，大きくは次の二点にあるといえる。一

つは，障害者の経済的な自立の促進を担保することで怠

る。いま一つは，障害者の社会生活上のあらゆる分野へ

の参加の促進を経済的な面から担保することである九

(b)所得保障の中に含まれるべき内容

障害者に対する所得保障は，上にみた意義を体現し得

る内容のものでなければならないが，では，具体的にど

のような内容が含まれている必要があるりであろうか。

上述の二つの意義に即してみると，そこには三つの内

容が含まれていなければならないといえる。一つは，障

害をもつことによって生じる稼得能力の低下ないし喪失

に伴う所得の中断，減少ないし喪失に対して適切な所得

保揮を行うことである。二つは，障害をもつことによっ

て生ずる特別な出費〈関えば，塁療， リハピリテーショ

ン，介護・介助等?こ要する費用〉に対する一定の構填を

行うことにより，生活費の膨張をカバーすることである。

以上の二つは，上述の第一の意義と関わっを有するもの

である。三つは，上述の第二の意義に関わりを有するも

ので，障害者が社会生活上のあらゆる分野への参加を実

現するために不可欠な事柄を行う際に必要となる特民の

出費〈自己決定を行う擦に必要な需報の叡集に要する費

用， 自己決定権行使のために知的障害者や精神揮害者が

成年後見割度・語社サーピス利用援助事業を利用する際

に要する申立等に関する費用，社会参加する際に余儀な

くされる特演の交通費・介助費等〉に対して一定の経済

的な保障を行うことである九

以上，今日の障害者の所得保障の中に含まれるべき内

容をみてきたが，必ずしもこれらすべての内容がある一

つの所得保障制疫の中に含まれていなければならないと

いうものではない。むしろ，それぞれの内容を実現する

のにふさわしいそれぞれの観度が用意され，そして，そ

れらの制度が脊機的な関連性をもって適切に機龍し合

う， というのが本来的なあう方であるといえよう。

(3)障害者に関する所得保障の諸制度における聾害基

礎年金制度の意義

わが国の樟害者に関する環行所得保障制度として，大

きくは，①年金制度上の所得保障説度(国民年金制度上

の障害基礎年金制度および被用者年金制震上の揮害年金

制度等)，②労災補憤制慶上の所得保障制度〈捧害福償

年金・一時金髄度等〉 ③社会手当能度上の所得保障制i

慶(特別児童扶養手当制度，障害兎福祉手当制度，特別

障害者手当観度)，④生活保護制震上の所得保障制度〈障

害者加算制度，重度障害者加算制度，介護加算制度)の，

四つを挙げることができる 10)。

ところで，障害者が人間としての尊厳を保持しつつ，

今日的にみて人たるに値する内容の生活を営んで生ける

ことを可能にするためには，少なくとも次の条件を満た

し得る可能性をもった制度が，障害者に関する所得保障

制度の基本として位置付けられる必要があろう。すなわ

ち，①合理的な一定の障害基準に該当する者すべてを包

摂し得るものであること ②障害という要保障事故は長

期にわたって継続するものであるという特性に鑑み，一

定の支給要件を満たす者は誰で、も，人たるに催する一定

水準の生活を，長期にわたって継続的かつ薙実に営むこ

とができる展望をもち得るものであること，③障害をも
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つことにより減少ないし喪失した稼得能力および障害を

もつことに伴って生じる特別の出費に対する一定の補填

を行うとともに，社会生活上のあらゆる分野への参加の

促進をも一定程度保瞳し得る給付内容を含むことので

きる可能性を有しているものであること，の三つで島

る11)。

これらの点に照らして上に挙げた諸制度についてみる

と，現行の各制度の内容を前提とする限りは，匡民年金

制度上の障害基礎年金制度が障害者に対する所得保障制

度の基本として位置づけられるべきものといえる。その

理由は，開制度は，①所得保障を必要とする障害者を最

も広範にとらえ得る制度であち @鉛付の対象となる障

害は毎病に基づくものであればよく，当該毎病が生じた

原国は問題とならない，③給付額の多寡をめぐる問題は

さて置き，後にみるようにその給付の内容は，今宮障

害者に要請される人たるに笹する生活水準(揮害をもつ

ことにより減少ないし喪失した稼得能力および障害をも

つことに伴って生じる特別の出費に対する一定の補填を

おこなうとともに，社会生活上のあらゆる分野への参加

の促進をも一定程度保障する〉の基礎的部分に当たるも

のを保障することを吾的としていると解し得る，という

ことによる出。

2. I毒害基礎年金を全額収入認定することをめぐる問題

の検討

(1)霞害者基本法と国民年金法上の障害基礎年金制度

との法的関係

以上にみた基本的視点を諮まえて ここでの問題の検

討をするにあたり，まず，障害者基本法と国民年金法上

の障害基礎年金制度とはどのような法的関係にあるのか

を明らかにしておく必要があろう。けだし同額度は，

障害者基本法第 13条の規定を受けて設けられているも

のであるが，両者の法的関係の捉え方如向によって，同

年金制度の解釈・運用のあり方に違いが生み出されるこ

とになると考えられるからである。

障害者基本法もその範轄の一つである「基本法jとは，

「酉会が，法律の名において，政府に芳し，国政に関す

る一定の施策・方策の基準・大縞を明示して， これにそ

う措置をとることを命ずるという性諮を帯びている。Jl3)

とされているものである。このことをいま少し敷街する

と以下のようになる。ある法律が いやしくも基本法

という名を討している以上，そこに示された準期は，関

係の法令に関して，実際上指導的・擾越的・絹羅的・憲

章的な機能を営む，すなわち，鰐定される立法の内容へ

の拘束および現実に立法された規定の解釈・運用の二つ

の場面を通じて，一種の優越的な機能を堂むことは当然

の要請となる。ただ，具体的にどのような磯能を営むか

については，場合を二つに分けてみる必要がある。すな

わち，一つは，基本法の施行後にその実施法律が制定・

施行された場合における基本法と当該法害との関係は如

何という問題であり，いま一つは，基本法が制定される

以前に当該基本法に関連する法律が制定・施行されてい

る場合における基本法と当該法葎との関係は指向という

問題である。

これらの問題については，次のような関係が成り立つ

とされている。まず，薦者の場合においては，基本法が

その実施法律自体に対して擾越的な関係にある以上， I当

該法律を実施するため，またはその委任に基づいて鵠定

される政令・省令等の命令 地方公共団体の条例・規賠

等や国・地方公共団体の当局の告示・言11令・通達のたぐ

いもまた，実施法律に反してはならないのみならず，基

本法の内容・趣旨・精神に反してはならない。すなわち，

いま述べた基本法の震越的な機能は これらの法令・誤

令等の制定および解釈・運用の場面を通じて，実施法律

に対する場合と同様の営みをする。Jl4} とされる。また，

後者の場合においても， I基本法の佐の法律実施Eこ対す

る優越性は，ひとり基本法の施行後に制定・施行される

法律に対する場合?こ限るいわれは，まったくない。むし

ろ，一般に後法優先の原期が動くことと合わせ考える

と，基本法のもっこのような優越的な機能は，既存の関

係法律に対する関孫では より強く錆くことが要請され

るJ15)， とされている。

以上からすると，欝害者基本法第 13条の規定を受け

て設けられている菌民年金制度上の障害基礎年金制度の

解釈・運用法，先立みた障害者基本法第 1条，第 3条，

第 4条および第 8条第 2項の各規定の趣冨を十分に踏ま

えてなされねばならないということになる。

(2)障害基礎年金の中に含まれるべき内容

①この点に関し，本訴訟判決は， I障害基礎年金は，

障害者の所得保捧の趣暑で支給されるものであって，障

害を持つことによって生ずる特別な出費に対する一定の

福てんや，障害者自らの能力や関心に応じた自己実現を

遂げていく上で必要不可欠な事柄を行う擦に必要とされ

る持別の出費などに対する一定の経済的保障というよう

な龍の性質を含むものではない。j との判断を示してい

る。また， これと間諜の立場に立つものとして， I障害

年金は，被探検者が障害者となって， 日常生活に支障を

来たしたり，あるいは日常生活に著しい制限が加えられ

たりして，所得(譲得能力〉が減少した場合に，その生

活の安定が損なわれるのを訪止することを昌的とする給

付である。 J16} とする晃解がある。すなわち，障害基礎
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年金の意義を，所得〈援得能力〉が減少等した場合にそ

の生活の安定が損なわれるのを訪iとすること，言い換え

ると，障害者の基礎的生活需要に応、えることのみに限定

して捉える見解である。

しかし樟害基礎年金に含まれる内容をこのように隈

定的に捉えることは，次のような見解に黒らしてみると

あまりにも狭小的であり，今8<D一般的な理解とは異な

るものといわざるを得ない。すなわち， 1981年の「国

際障害者年j推進のため淳生省国際障害者年推進本部内

(当時〉に設量された「障害者生活保障問題専門家会議j

が， 1983年 7A 28日に出した「障害者生活保揮問題専

門家会議報告書」において氏「障害者の所得保需は，

障害により失われた稼得能力の補てんと，重度の障害に

よワ特に要する費用の補てんの双方の観点をふまえて行

われる必要がある。」との指摘がなされている。すなわち，

間報告書は，障害者の所得保障である障害年金の中に含

まれるべき内容は，障害により失われた稼得能力の補填，

すなわち基礎的な生活需要のみに応えることに課定され

るべきものでないことを明曜に示しているc また，近年

出販の社会福社関係の辞典においても，障害基礎年金に

ついて， I一般に，障害のため生活の維持に支障が生じ

た場合の生活費の保障や，障害による特別のニーズを補

う目的で支給される年金J17) と定義されているところで

ある。また，それは，障害者の実際の日々の生活ニーズ

に照らしてもみても，あまりにも狭小的な捉え方といわ

ねばならない。

以上の点からして，少なくとも次のことは間違いない

ことといえよう。すなわち，障害者基本法との関連性如

侍の問題はさて量いても，欝害者に対する捧害年金の内

にはそもそも，先にみた障害者の所得保欝の内容に含ま

れているべき三つの内容のうちの，①障害をもつことに

よって生じる稼得能力の抵下ないし喪失に伴う所得の中

断，減少ないし喪失に対する一定の補填，および②障害

をもつことによって生ずる特別な出費に対する一定の補

填の二つの部分が含まれているものと解するのが妥当で

ある， ということである。

。問題は，第三の内容もその中に含まれるか否かであ

る。この点に関しては，上記専門家会議報告書，辞典の

いずれにおいても河ら触れられていない到。しかし障

害者基本法第 1条，第3条第 2項，第8条第2項の各規

定の趣旨を十分に踏まえてこの問題をみた場合には，一

般的にみても，第三の内容も当然に含まれていると解さ

れると思われるが このことを同法第 13条の規定の解

釈との関係でいま少し詳しくみると，以下のようになろ

う。

障害者基本法第 13条は，障害者の自立および社会参

加の支援等のための施策の一環として， I国及び地方公

共団体は，障害者の自立及び生活の安定に資するため，

年金，手当等の制度に関し必要な施策を講じなければな

らない。Jと規定しているが， ここで解釈上問題となる

のは， I邑立及び生活の安定に資するため」の意味をど

のように捉えるかという点である。この内の「自立」と

いう意味については，今日一般に次りように捉えられ

ている。ある見解では，それは「たんに身辺自立や経

済的自立だけをさすものではなく，昌己決定に基づく

F自律j (自分の行動を自分で決めること〉をも含めた擁

念J19)， とされている。また，ある見解では，障害者の

自立の親念には，①障害の軽重に関わりなく，薄害者が

一人の人間として尊重されること，②現実の生活場面に

おいて，生活保護や福祉サーピスに依存しないことを意

味するのではなく，むしろそうしたサーピスを利用しな

がら，地域社会の中で主手本的に自己実現を図っていくこ

と，③障害者の生活の場が隔離された場所で、はなく，生

活主体としての生活の場でるる地域社会のそれになけれ

ばならないこと，が含まれるとされている獄。また私見

では，それは，必要な場合には，それぞれの捧害に応じ

て配慮された特別な援助を受けながら，調人の生活にお

いても社会の中での活動においても，可龍な限り主体的

に自己実現を図っていくこと， と捉えているところであ

る印。このようにみてくると，同法第 13条にいう「自立J

の中には，社会参加を通じて主体的に自己実現を図って

いくことも当然に含まれている， と解するのが妥当とい

うことになる。

次に， I生活の安定j の意味をどのように捉えるかで、

あるが，まず， ここでいわれる「生活」とは，上にみた

自立の意味を踏まえると， I邑立jした生活，すなわち「主

体性を持った一人の人間として尊重されつつ，地域社会

において，障害を持たない人々とともに自立してその生

活を営んでいくことJ22
)， と解することができょう。こ

のように解すれば，その生活の中には，障害者が社会参

加していくことも当然に含まれることはいうまでないこ

とになる。以上を踏まえてみると，同法第 13条にいう f生

活の安定j とは，障害者が f自立生活」を安定して営ん

でいけること， と解することができる。

以上からすると，障害者基本法第 13条にいう「自立

及び生活の安定に資するため」とは， I障害者が安定し

て昌立生活を営んでいくことに役立つため」ということ

を意味している，ということになろう。ちなみに，仮に「自

立及び生活の安定に資するjとの文言中の「自立」と f生

活の安定j という文言はそれぞれ独立した意味を有して
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いると解するとしても，同条の規定は同法第 1条にいう

「障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策j を

具体fとするための一環として設けられているものである

ことから， i生活の安定j という文言中の「生活j の中

に比障害者が社会参加も含めた自々の生活を営むとい

う意味が込められている， と解するのが妥当といえる。

以上を踏まえると，障害者基本法第 13条の規定を受

けて設けられた国民年金法上の障害基礎年金制度は，障

害者が安定して自立生活を営んでいくことを経済的な側

面において保障〈所得保障)すること昌的としたもので

あるということができる。したがって，そのような目的

のために給付される「障害基礎年金j の中には，上にみ

た第三の内容も当然に含まれているものと解することが

できょう。

(3)本訴訟判決の検討

①車椅子の利用を必要とする重慶障害者にとっての障

害基礎年金の意義

本訴訟判決内容の検討を行うには，その前提として，

原告のように車椅子の利用を必要とする重度障害者にと

って，上にみた内容を脊する障害基礎年金はどのような

意義をもっているかを嬰らかにしておく必要が怠ろう。

車椅子の利用を必要とする重度瞳害者にあっては，一

般に，就労による収入を得ることが困難であるか，たと

え収入が得られたとしても，その額は障害をもたない入

に比べて低いものとならざるを得ないことはいうまでも

ないところである。このことに対しては，その基礎的生

活需要に応えるための一定の所得保欝が必要で、島ること

はいうもでもない。

しかし，車椅子の利用を必要とする重度欝害者が，地

域で世帯を構えて一人で生活を営んでいくには，買い物

を含めた食事の準{庸，洗濯，揚除，入浴，排、造等といっ

た自宅内での生活の諜々な場語においてホームヘルパ一

等の第三者による介護が必要となる。通院による匿療を

必要とする場合には，通院むための第三者による介助島

るいは移動のための手段としてのタクシ一等の利用が必

要となち，また，行政機関における諸手続，散髪等その

他の日常生活を営むための不可欠な自的のために外出を

必要とする場合においても，第三者による介助忘るいは

タクシ一等の利用が必要となる。そのため， これらのた

めに充てる費用として，障害をもたない人の場合にはみ

られない特別の出費を余儀なくされることになる。更に

障害をもたない人と同じく社会を構成する一員として自

己実現を図っていくためには，社会，文化その他あらゆ

る分野の活動に参加していくことが不可欠となるが，そ

の際?こは，第三者による介助あるいは移動のためのタク

シ一等の利用が必要となる。そのため，この場合も上と

同様の問題が生じることになる。

以上にみたように，車埼子の利用を必要とする重慶障

害者にあっては，基礎的生活需要以外にも経済的に特別

の困難を抱えざるを得ない状況におかれていることか

ら，それらに要する費用の一定の補填および保障を行う

ための所得保障が極めて重要なこととなる。これを果た

す投割を担っているのが，障害基礎年金に他ならないと

いえるc

@生活保護制度上の障害者加算む内容をめぐる問題

本訴訟原告立生活保護費(生活扶劫，住宅扶助および

医療扶助)を受給しているが 生活保護制度においては

障害のある被保護者に対して保護費の加算〈障害者加算〉

を認めていることから，月額 2万 6900円の障害者加算

の支給を受けていた。これらの内，生活扶助費は，障害

をもつか否かに関わりなく，生活困窮に陥った被保護者

の圏窮の程変に応じた額が また住宅扶助費は級地ごと

に定められた定額が また 医療扶助は値別被保護者の

医療の必要性に応じて医療，の支給が行われるもので島

札それらの給付内容に辻葬害をもつことによる特別需

要に対する配慮は何らなされていない。したがって，生

活保護制度において，障害をもつことによって生じる特

別需要に対する所得保障の制度は，障害者加算のみとい

うことになる。そこで問題となるのは，障害者加算には

どのような内容のものが含まれているかという点であ

る。

障害者基本法第 13条は， 100及び地方公共毘体は，障

害者の自立及び生活の安定に資するため，年金，手当等

の制度に関し必要な施策を講じなければなら主主い。Jと

規定しているが， ここにいわれる「等の制度」の中に

は，生活国窮の状態に陥った障害者に対する生活保護儒

度上の障害者加算制度も当然に含まれているものと解さ

れよれそうであれば，障害者加算の中には，論理的に

は，先にみた障害基礎年金の中に含まれている内容のう

ちの，①障害をもつことによって生じる特刻の出費に対

する一定の補填部分および②社会生活上のあらゆる分野

への参加の提進を一定限度保障する部分に該当する内容

が含まれていなければならないことになる。

そこで，樟害者加算鎚度において， これまで特別害要

の内容が具体的にどのように捉えられてきたかをみる

と，以下のとおりである。すなわち，同制震創設当時か

ら昭和田年 12月までにおいては，雑誌・生活相談・身

障国手本会費等の教養費，下衣・毛布ねまき等の被謀費

および、保韓衛生費がその対象となっていた23)。また，昭

和 55年頃においては，車椅子・義足等の愛用に伴う増
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方日エネルギーの補填，居住環境・家具・被患費等の改善

等の費用，自助具・点字新聞等の購入費用等がその対象

に捉えられていたようである24)。次いで，昭和 58年頃

においては，重度の心身捧害等のハンディキャップに対

応する介護関連費がその対象に捉えられていたようであ

る25)。そして，現行の障害者加算について提定している

「生活保護法による保護の基準jでは， I告別表第 1第 2

章 4障害者加算j の (3) において， 自常生活におい

て常時の介護を必要とする者については揮害者加算と別

に 1万 4270円を算定するものとしており，また，問 (4)

において， 日常生活のすべてについて介護を必要とする

者を，その者と同一世帯に属する者が介護する場合にお

いては，別に 1万 1960円を算定するものとしており，

また同 (5) においては，分護人を付けるための費用を

要する場合においては，別に 7万 650円の範囲内におい

て必要な額を算定するものとしていることから推測する

と，間(1)にいう障害者加算には，介護に要する費用

に対応する部分が含まれているといえる。

以上にみてきた事柄に要する費用が，今8，障害者加

算制度が対応すべき特賠需要として考えられているとい

えよう。しかし，それらの費用は揮害をもつことによっ

て生じる特刻の出費の一部に過ぎないといわざるを得な

いし，ましてや，社会生活上のあらゆる分野への参加に

要する特別の出費については全く考震の対象とはされて

いない。

以上のことからすると，現行の欝害者加算額度は，生

活圏窮者である障害者に対して障害をもつことによって

生じる特別の出費の一部について一定の補填を行うこと

にとどまっており，生活圏窮者である障害者が社会生活

上りあらゆる分野への参加に要する特加の出費に対して

一定の経済的保障を行う機能はまったく有していない，

ということができる。

③障害基礎年金を全額i収入認定することの問題

(a)生活保護法および障害基礎年金の意義を蕗まえた

収入認定の必要性

生活保護の開始・変更・廃止の決定(以下，保護決定

という)に際してなされる収入認定立，保護の補足性の

原理〈生活保護法4条)に基づいて行われる。すなわち，

保護決定に際してなされる収入認定により，要保護者に

何らかの収入があると認められると，それは資産として

扱われ，それを最{丘陵度の生活の誰持のために活現しで

も，なお最抵隈度の生涯の維持ができないと認められた

場合に，その足りない分につき保護が行われることにな

る。しかしその坂入認定にあたり，この補足性の原理

を機械的ないし過度に解釈・運用することによって，か

りそめにも最低生活保障の原理(司法3条〕の意義が没

却されるような事慈が生じることがあってはならないの

は一般的に当然のことといえる。それゆえ，最低生活

保揮の原理の意義を没却することにつながる事態を招く

ような収入認定の解釈・運用は到底認められるものでは

ない。

また，樟害基礎年金を収入認定するに捺しては，同年

金の中には，障害をもつことにより失われた稼得能力に

対する一定の補填の寵分の他に，①障害を持つことに伴

って生じる特別の出費に対する一定の祷填蔀分，および

②社会生活上のあらゆる分野への参加の提進を一定程震

保障する部分が含まれていることを，十分に諮まえてな

される必要がある。

〈む)原告が障害基礎年金を受給した際の坂入認定の問

題性

以上を諮まえて，本訴訟における収入認定についてみ

ると，以下の問題を指掃することができる。すなわち，

障害者の特別需要に応えるべき聾害者加算観度も障害者

基本法第 13条の規定を受けて設けられていることに鑑

みると，そこには本来，上にみた①および、②該当する内

容が含まれていなければならないはずである。同制度の

内容が実擦にもそうである場合には 障害基礎年金の中

に含まれる①および②の部分と障害者加算の中に含まれ

るそれとは対応関係に立つことになる。したがって，そ

む場合には，障害基礎年金の全額を収入認定することに

ついては妥当性があるということができょう。

しかし先にみたように現行の障害者加算の中には

そうした部分， とワわけ③の部分は全く含まれていない

ことから，高者の間には対応関採はみられないというこ

とになる。そうすると，そうした現状の下で，障害基礎

年金の全額収入認定を認めることは 一般的にみても根

本的に問題であるといわざるを得ないであろう。けだし，

その場合には，例えば③との関わうでみると，当該障害

者は，最低生活水準を維持するために社会参加実現のた

めの外出等を諦めるか それとも 生活扶助費の中から

そのための費用を捻出することにより，結果的に最低生

活水準以下の生活を送るか のいずれかの選択を余儀な

くされることになるからである。

ところで，原告が障害基礎年金を受給した当時の障害

者加算の額札月額 2万 6900円であった。ところが，

原告は当持，通読に必要な外出をする也に，次のような

社会参加を積極的に行っていた。すなわち， 自らがかつ

てホームレスとなった経験に基づ、きホームレス支援のボ

ランティア活動に参加し，また，新たな知識を吸i反する

ため，ある大学む人権研究会の定顛講座に参加していた。
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また，趣味的な活動として，地元の子供達と和太鼓を通

じた交涜をする他，多くの友人・知人との交流を行って

いた。このような活動はいずれも，樟害をもつか否かに

関わりなく，社会の中で主体的に生きていこうとする意

欲を持つ者にとっては当黙の活動ということができる。

しかし， これらの活動に参加するため外出するには移

動が必要となるが，パス・電車等の公共交通機関のバリ

アフリー化が未だ極めて不充分な現状の下では，原告の

ように車構子の利用を必要とする重慶障害者にとって，

それらを利用することは事実上できないものとなってい

る。そのため，原告辻，結果的にタクシーを使って移動

することを余儀なくされてきたのであるが，その料金は

他の公共交通機関のそれに比して極めて高額なものとな

らざるを得ないことはいうまでもないところである。し

かし，上記の障害者加算の額でもってしては， これに充

てる費用として足るものではないことから，原告は，上

記の活動に参加するための外出に要する費用等を捻出す

るために， 日々の食費を削るばかりか，されには借金ま

でも普負う状態になっていた。原告は，自らの最低生活

水準の維持を犠牲にすることによって，社会参加を図ろ

うとしていたといえる。

こうした原告の生活実態に照らしてみると，障害基礎

年金の収入認定に当たり，被告にあっては，障害をもつ

ことによって生じる特涜の出費に対する一定の補填と社

会生活上のあらゆる分野への参加の提進を一定程度保障

することをもその内容としていると解される障害基礎年

金の一定部分が原告本人の手元に残るように配慮する必

要が，法的に求められていたといえる。ところが，被告

が，そのような自己患を払うことなく障害基礎年金を機械

的に全額収入認定したことは，障害基礎年金のもつ意義

を没却するものであることばかりか，原告の最低生活保

障を長害するものといわねばならない。

以上のことから，原告の障害基礎年金を全額収入認定

し，その保護費を減額することとした本件変更決定は，

障害者基本法第 13条の規定を受けて設サられている生

活保護観度上の障害者加算制震の解釈・運用を誤ってい

る点において違法であり，この点において間決定は取り

消されるべきものである。

ちなみに本件変更決定は，結果的に原告に最低限度

以下の生活を強いることになるものである点において憲

法第 25条第 1項に違反しまた生活保護を受給して

いない障害基礎年金受給者との間に，その利用について

不平等を生じさせることになる点において憲法第 14条

に違反する疑いが極めて強いといわざるを得ないであろ

う。

IV むすびにかえて

以上，生活保護費の支給にあたり，障害基礎年金の全

額を収入認定し，それに相当する保護費を減額すること

を内容とする保護変更決定をなした事案を素材に， この

ことをめぐる問題を今日的な視点から検討を行ってき

た。このような問題を生み出すにいたった張本的な要因

は，本訴訟で問題となった揮害基礎年金制震，障害者加

算制度のみならず，障害者に対する現行所得保障制度全

般について，そもそもその今日的な意義はどこに求めら

れるべきかという問題に対する捉え方の違いによっても

たらされたものということができる。すなわち，本訴訟

判決のようにそれを，障害という定型的な事由により

稼得能力が減少または喪失され，所得が減少また辻喪失

した場合に，その所得の一部を補填するためのものとい

う性質を有するものとして捉えるか，それとも，障害者

基本法との関わりで捉えようとするのか，の違いによる

ものである。このことについては，既にみてきたように，

今日にあっては，後者の立場からその意義を捉えるのが

当然のことといえよう。

ところで，本稿は，現行の障害者に対する所得保障制

度の内容が，いまだ障害者のノーマライゼーションの実

現を所得保障の側面から支えるというものに成り得てい

ないという現状の認識の下に 原告のような社会参加に

強い意欲をもっ重度欝害者の額いの実現という視点か

ら，障害基礎年金および樟害者加算の中に含められるべ

き内容について，解釈論的に私見を展開してきたもので

ある。しかし，本訴訟のような争いが今後生じないよう

にするためにも，今吾なすべき重要なことは，障害者基

本法とのかかわりでみた 現行の樟害者に対する所得保

障制震のあり方， とりわけ揮害年金制度上の障害年金，

社会手当制度上の特別障害者手当等，および生活保護制

度上の障害者加算制度のそれぞれのあるべき内容および

それらの制震の相互関係のあっ方を明らかにするととも

に，それに向けての制度再構築の検討を行うことにある

と思われる。このことについては 機会を改めて検討し

てみたい。

〉王

1)例えば，わが国の民間企業における聾害者の実雇用

率についてみると 2005年度のそれは1.49%であ

るが，四98年の聾害者雇用促進法改正による法定

雇用率改正(1.8%)以誇，いずれの年度においても，

規模別，産業別の両方において法定雇用率を下回っ

ている。また，今日の民間企業における雇用の流動
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化や雇用形態の多様化等を踏まえてみると，一般雇

用の場における障害者の雇用は困難な状況にあると

いえる。

2)厚生労動省「毎月勤労統計調査J(2003年 11月)

によると，常用労働者全体の平均賃金月額は 28万

円であるのに対して，厚生労働省「障害者雇用実

態語査J(2003年)によると，身体障害者のそれは

お万凡知的障害者は 12万円，精神障害者は 15

万 1千円となっている。

3)全国社会就労センター協議会「社会就労センタ一実

態調査J(2000年)によると 福祉工場における身

体障害者の平均賃金月額は 19万円，知的障害者は

9万 6千円，精神津害者は 8万 1千円となっている。

また，授産施設における身体障害者の平均工賃月額

は2万 2千円，知的障害者は 1万 2千円，精神障害

者は 1万 3千円となっている。

4)草生労動省「福祉行政報告例J，i冨民生活基礎調

査」によると， 2004年度における被保護世帯全

徐数の中に占める瞳害者世帯数は 10万 2421世帯

(2003年度 9万 5283世帯 2002年度 8万 7339世

帯)であり，その講成比は 10.3%(2003年度 10.1%，

2002年震 10.0%) となっている。

5)佐藤久夫『障害者福祉論(第3版H誠告書房， 2000年，

21~22 頁参照。

6)ちなみに同法 2条は， 1995年の法改正により， i精

神薄弱jが「知的障害Jへと改められるとともに，

2004年の法改正により， i長期にわたり」が「継続

的に」へと改められて，今自に至っている。

7)描稿「障害者の所得保障」吾本社会保障法学会編『講

産社会保障法 2巻』法律文化社， 2001年， 164頁

以下参照。

8)担稿・関上論文， 172頁参照。

9)拙稿・向上論文， 173頁参男、。

10)それぞれの制度の概観については，拙詰・向上論文，

174~178 頁参照。

11)描稿「捧害者の所得保樟をめぐる問題とその課題」

日本社会保障法学会誌 11号， 40頁参照。

12)揺稿・向上論文， 40~41 頁参揮、。

13)嘉池康郎「基本法の法制上の位置づけ」法律時報

45巻 7号， 16頁。ちなみに，吉間一郎他編『法令

尾語辞典[第8次改訂版lH学湯書房， 2003年)も， i基

本法とされる以上，基本法と詞ーの分野に嘉するも

のを対象とする飽の法律に対して擾越する性格を有

する。このため，基本法において，同法に定める施

策を実施するため必要な法制上の措置を講ずべきこ

と(中小企業基本法)，あるいは個別的に具体的内

容を定めるべきこと(原子力基本法)等が定められ

ることが多い。その意味で上記の龍の法律は，基本

法に誘導される関孫に立つ。」としている。

14) 菊池康皇~ i基本法の法鵠上の位置づけj向上誌， 20 

頁

15)菊池康郎・向上論文， 20頁

16)者泉亨・中野徹雄「国民年金法』日本評論社， 1983 

年， 80頁

17)社会福社辞典編集委員会編『社会福祉辞典i大月書

庖， 2002年(捧害基礎年金)。同趣言を述べるもの

に，京極高宣監修 F現代福祉学レキシコン(第 2版)j]

雄山関出版， 1998年(障害年金)がある。

18) 間報告書がこの点について触れていないのは，それ

が出されたのは環行捧害者基本法の前身である心身

障害者対策基本法時代のことでる弘同法において

は，いまだ現行法のように「障害者の社会生活上の

あらゆる分野への参加の促進jがその基本理念のー

っとして位置社けられていなかったこととの関連に

よるもの， と理解するのが妥当と思われる。したが

って，あくまでも板定のことではあるが，同専門家

会議で現行の障害者基本法を詰まえて改めてその定

義がなされるようなことがあるとすれば，恐らくは

第三の内容をも含めたものとなるであろうと思われ

る。

19)秋元美世他編『現代社会福祉辞典』有斐閣， 2003 

年(自立支援〉。

20)伊藤周平「樟害者の自立と自律権J季刊・社会保瞳

研究 28巻 4号， 430頁。

21)控稿「障害者の自立生活と権利保障J8本社会保障

法学会誌 11号， 12頁。

22)拙稿・向上論文， 11頁。

23)厚生省社会局保護課編 F生活保護 30年史j]1981年，

481頁参照。

24)昭和 55年 12月の中央社会福祉審議会生活保護専門

分科会「生活課護専門分科会審議状況のまとめJ8 

頁参照。なお，同頁において， i老齢者・母子・障

害者等の生活の変化は今後大きなものがあると思わ

れるので，その需要の的確な把握について常時努力

を払う必要がある。j と指描されている。これは，

特別需要の内容は決して屈定的なものではなく，時

代・社会の変遷に搾って変化するもので島り，常に

そのような変北の実態に即して 特別需要の内容を

捉えなおしていく必要が為ることを指摘しているも

のとして，留意する必要があろう。

25)昭和 58年 12月 23日の中央社会福社審議会「生活

扶助基準及び加算のあワ方について〈意見具申)J

3頁参照。


